
適用対象国
注意が必要な領域

適用対象の地域 適用対象外の地域

ベルギー
Kingdom of Belgium

― ―

ブルガリア
Republic of Bulgaria

― ―

チェコ
The Czech Republic

― ―

クロアチア
The Republic of Croatia

― ―

デンマーク
The Kingdom of 
Denmark

―

フェロー諸島
Faroe Islands
グリーンランド
Greenland

ドイツ
The Federal Republic of 
Germany

ヘルゴラント島
Island of Helgoland
ビュージンゲン
territory of Büsingen

―

エストニア
The Republic of Estonia

― ―

アイルランド
Ireland

― ―

ギリシャ
The Hellenic Republic

アトス山
Mount Athos

―

日EU・EPA EPA税率の地理的適用範囲表（2021年２月１日以降）

 本表は、日EU・EPAに基づく譲許税率（EPA税率）の適用に関して、欧州連合（EU）の地
理的適用範囲を示したものです。（日EU・EPA全体の地理的適用範囲を示したものではあり
ません。）

 日EU・EPAでは、EU非構成国であっても同EPAに基づく譲許税率の適用の対象となる国（モ
ナコ、アンドラ、サンマリノ）があります。また、EU構成国の領域であっても、日EU・EPAに基づく
譲許税率の適用の対象外である場合があるため、輸出入申告の際には、特に注意が必要です。

 なお、本表は、日EU・EPAの規定及びEU側関連法令並びにEU側の説明に基づき作成したも
のであり、本表記載の各地域に対するEU及びEU各構成国の権限等についての日本政府の立
場を何ら予断するものではありません。
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適用対象国
注意が必要な地域

適用対象の地域 適用対象外の地域

スペイン
The Kingdom of Spain

セウタ
Ceuta
メリリャ
Melilla
カナリア諸島
the Canary Islands

―

フランス
The French Republic

グアドループ
Guadeloupe
仏領ギアナ
French Guiana
マルティニーク
Martinique
マイヨット
Mayotte
レユニオン
Réunion
サンマルタン
Saint-Martin

ニュー・カレドニア及びその附属
諸島
New Caledonia and 
Dependencies
サンピエール及びミクロン
Saint Pierre and Miquelon
サン・バルテルミー
Saint-Barthélemy
ワリス・フツナ諸島
Wallis and Futuna Islands
仏領ポリネシア
French Polynesia
仏領南方・南極地域
French Southern and 
Antarctic Territories

イタリア
The Italian Republic

リヴィーニョ自治体
the municipalities of 
Livigno
カンピョーネ・ディターリア及びル
ガーノ湖の国家水域
Campione d'Italia and the 
national waters of Lake 
Lugano

―

キプロス
The Republic of Cyprus

― ―

ラトビア
The Republic of Latvia

― ―

リトアニア
The Republic of 
Lithuania

― ―
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適用対象国
注意が必要な地域

適用対象の地域 適用対象外の地域

ルクセンブルク
The Grand Duchy of 
Luxembourg

― ―

ハンガリー
The Republic of 
Hungary

― ―

マルタ
The Republic of Malta

― ―

オランダ
The Kingdom of the 
Netherlands

―

アルバ
Aruba
蘭領アンティル諸島
Netherlands Antilles

オーストリア
The Republic of 
Austria

― ―

ポーランド
The Republic of Poland

― ―

ポルトガル
The Portuguese 
Republic

アゾレス諸島
the Azores
マデイラ諸島
Madeira

―

ルーマニア
Romania

― ―

スロベニア
The Republic of 
Slovenia

― ―

スロバキア
The Slovak Republic

― ―

フィンランド
The Republic of 
Finland

オーランド諸島
Åland Islands

―
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適用対象国
注意が必要な地域

適用対象の地域 適用対象外の地域

スウェーデン
The Kingdom of 
Sweden

― ―

モナコ
Monaco

― ―

アンドラ（注１）
Andorra

― ―

サンマリノ
San Marino

― ―

その他地域(注２)
Other areas

アクロティリ及びデケリアの英
国主権基地領域
Territory of the United 
Kingdom Sovereign Base 
Areas of Akrotiri and 
Dhekelia

―

（注１）HS第25～97類に分類される産品のみEPA税率の適用対象
（注２）イギリスのEU離脱に伴う移行期間終了後も日EU・EPAが適用される地域
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